
 亀山市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則をここに公布

する。  

平成２８年９月３０日  

                亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第４６号  

 

亀山市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則  

 

（趣旨）  

第１条  この規則は、亀山市公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例（平成２８年亀山市条例第２３号）の規定に基づき、公益

的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （職員派遣をすることができる団体）  

第２条  条例第２条第１項に規定する規則で定める団体は、三重県

農業共済組合とする。  

 （職員派遣の対象とならない職員の特例）  

第３条  条例第２条第２項第３号の規則で定める職員は、次の各号

のいずれかに該当する職員であって、引き続き職員として採用さ

れたものとする。  

（１）国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第５９条第１項

の規定により官職に正式に採用されていた職員  

（２）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条第１項

の規定により本市以外の地方公共団体の職員として正式に採用

されていた職員  

 （派遣職員の復帰時における処遇）  

第４条  派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員

との権衡上特に必要と認められるときは、亀山市職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１７年亀山市規則第１８

号）第１８条の規定に関らず、その職務に応じた職務の級に昇格

させることができる。  



２  派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との

権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を１００分

の１００以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務し

たものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における

最初の昇給日（亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関す

る規則第２６条に定める昇給日をいう。）又はそのいずれかの日

に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。  

３  派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前

項の規定による場合には、部内の他の職員との権衡を著しく失す

ると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ

市長と協議して、その者の号給を調整することができる。  

 （報告）  

第５条  任命権者は、毎年５月末日までに、前年度中に新たに行い、

又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲

げる事項を市長に報告しなければならない。  

（１）職員派遣に係る派遣先団体の名称  

（２）職員派遣の期間  

（３）派遣職員の派遣先団体における処遇の状況  

（４）その他市長が必要と認める事項  

２  任命権者は、毎年５月末日までに、前年度中に職員派遣後職務

に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市

長に報告しなければならない。  

（その他）  

第６条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

附  則  

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  


